
 

 

 

 

 

 

監 査 報 告 書 

 

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園 

 理事会・評議員会 御中 

 

 学校法人沖縄科学技術大学院大学学園寄附行為第 15 条第 3 項の規定に基づき、学校法人

沖縄科学技術大学院大学学園の平成 23 年度（平成 23 年 11 月 1 日から平成 24 年３月３１日

まで）における業務及び財産の状況について監査を行いました。その結果を下記のとおり報

告いたします。 

 

記 

 

１． 監査の方法 

（１）  業務についての監査は、理事会及び評議員会に出席したほか、学長及び副学長

等から事業の執行状況についての報告を聴取し、重要な決裁書類を閲覧するとと

もに、内部監査部門との連携の下に業務の妥当性を検討いたしました。 

（２）  財産の状況についての監査は、会計監査人である新日本有限責任監査法人との

連携をとって計算書類の正確性を検討いたしました。 

 

２． 監査の結果 

（１）  学校法人の業務又は財産に関し、不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反

する重大な事実は認められません。 

（２） 事業報告書は、学校法人の業務運営の状況を正しく示していると認めます。 

（３）  財務諸表は、会計帳簿の記載と一致しており、法令及び沖縄科学技術大学院大

学会計基準に準拠し、本学園の財産及び損益の状況を正しく表示しているものと

認めます。また、決算報告書は、予算の区分に従って決算の状況を正しく示して

いるものと認めます。 

 

なお、平成２３年度の監事意見書を別紙のとおり提出いたします。 
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平成２４年５月２２日 

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園 

       

監事 久保田 治 

 

監事 松田  浩二 

 


